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（
人
工
衛
星
の
管
理
に
係
る
許
可
の
特
例
）

第
三
条

宇
宙
資
源
の
探
査
及
び
開
発
を
人
工
衛
星
（
宇
宙
活
動
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
人
工
衛
星
を
い
う
。

第
一
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
利
用
の
目
的
と
し
て
行
う
人
工
衛
星
の
管
理
（
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る

人
工
衛
星
の
管
理
を
い
う
。）に
係
る
宇
宙
活
動
法
第
二
十
条
第
一
項
の
許
可
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
宇
宙
資
源

の
探
査
及
び
開
発
の
許
可
」
と
い
う
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
宇
宙
活
動
法
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
の
ほ
か
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
計
画
（
以
下

「
事
業
活
動
計
画
」
と
い
う
。）を
併
せ
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
宇
宙
資
源
の
探
査
及
び
開
発
の
許
可
の
申
請
に
係
る
人
工
衛
星
を
利
用
し
て
行
お
う
と
す
る
宇
宙
資
源
の

探
査
及
び
開
発
に
関
す
る
事
業
活
動
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
宇
宙
資
源
の
探
査
及
び
開
発
に
関
す
る
事

業
活
動
」
と
い
う
。）の
目
的

二

宇
宙
資
源
の
探
査
及
び
開
発
に
関
す
る
事
業
活
動
の
期
間

三

第
一
号
に
規
定
す
る
宇
宙
資
源
の
探
査
及
び
開
発
を
行
お
う
と
す
る
場
所

四

第
一
号
に
規
定
す
る
宇
宙
資
源
の
探
査
及
び
開
発
の
方
法

五

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
宇
宙
資
源
の
探
査
及
び
開
発
に
関
す
る
事
業
活
動
の
内
容

六

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

◇
炭
酸
二
カ
リ
ウ
ム
に
対
し
て
課
す
る
暫
定
的
な
不
当
廉

売
関
税
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政

令
第
一
七
七
号
）（
財
務
省
）

１

大
韓
民
国
を
原
産
地
と
す
る
炭
酸
二
カ
リ
ウ
ム
に
つ

い
て
、
不
当
廉
売
さ
れ
た
貨
物
の
輸
入
の
事
実
及
び
当

該
輸
入
の
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の

事
実
が
あ
り
、
か
つ
、
本
邦
の
産
業
を
保
護
す
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
次
に
よ
り
、

関
税
定
率
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
八
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
基
づ
く
不
当
廉
売
関
税
を
課
す
る
た
め

必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

不
当
廉
売
関
税
を
課
す
る
貨
物
、
当
該
貨
物
の
原

産
地
及
び
課
税
期
間
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一

条
関
係
）

不
当
廉
売
関
税
の
税
率
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
条
関
係
）

炭
酸
二
カ
リ
ウ
ム
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
等
の

提
出
書
類
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
関
係
）

不
当
廉
売
関
税
と
法
の
別
表
の
税
率
に
よ
る
関
税

の
申
告
等
に
お
け
る
取
扱
い
を
定
め
る
こ
と
と
し

た
。（
第
四
条
関
係
）

不
当
廉
売
関
税
に
係
る
還
付
の
計
算
期
間
等
を
定

め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
五
条
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
六
月
二
四
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。

◇
海
上
交
通
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

期
日
を
定
め
る
政
令
（
政
令
第
一
七
八
号
）（
国
土
交
通

省
）

海
上
交
通
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
五
三
号
）（
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
規
定
を
除
く
。）の
施
行
期
日
は
令
和
三
年
七
月
一
日
と

し
、
同
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
期
日
は
同

年
一
一
月
一
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
海
上
交
通
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
（
政
令
第
一

七
九
号
）（
国
土
交
通
省
）

１

海
上
交
通
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
い
、
海
上
交
通
安
全
法
施
行
令
等
に
つ
い
て
所

要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
〜
第

四
条
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
海
上
交
通
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、第
四
条
の
規
定
は
、

同
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行

の
日
（
同
年
一
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

宇
宙
資
源
の
探
査
及
び
開
発
に
関
す
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

法
律
第
八
十
三
号

宇
宙
資
源
の
探
査
及
び
開
発
に
関
す
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
宇
宙
基
本
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
宇
宙
資
源
の

探
査
及
び
開
発
に
関
し
、
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
基
づ
き
宇
宙
活
動
に
係
る
規
制
等
に
つ
い
て
定
め
る
人
工
衛

星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
六
号
。
以
下「
宇
宙
活
動
法
」

と
い
う
。）の
規
定
に
よ
る
許
可
の
特
例
を
設
け
る
と
と
も
に
、
宇
宙
資
源
の
所
有
権
の
取
得
そ
の
他
必
要
な
事
項
を

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
宇
宙
活
動
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
諸
条
約
（
第
三

条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
諸
条
約
」
と
い
う
。）の
的
確
か
つ
円
滑
な
実

施
を
図
り
つ
つ
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
宇
宙
資
源
の
探
査
及
び
開
発
に
関
す
る
事
業
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一

宇
宙
資
源

月
そ
の
他
の
天
体
を
含
む
宇
宙
空
間
に
存
在
す
る
水
、
鉱
物
そ
の
他
の
天
然
資
源
を
い
う
。

二

宇
宙
資
源
の
探
査
及
び
開
発

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
活
動
（
専
ら
科
学
的
調
査
と
し
て
又
は
科
学
的
調
査

の
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。）を
い
う
。

イ

宇
宙
資
源
の
採
掘
、
採
取
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
活
動
（
ロ
及
び
第
五
条

に
お
い
て
「
採
掘
等
」
と
い
う
。）に
資
す
る
宇
宙
資
源
の
存
在
状
況
の
調
査

ロ

宇
宙
資
源
の
採
掘
等
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
加
工
、
保
管
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
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